
令和6年度　総合事業訪問・通所型サービスA　単位数について

国の定める単位数 市が定める単位数

現単位数 改正後単位数 引き上げ率 訪問型サービスA 現単位数 改正後単位数

Ⅰ（週１回） １回 268 287 1.07090 ３０分未満 132 142

６０分未満 232 249

６０分以上９０分未満 354 380

初回加算 200 200

国の定める単位数 市が定める単位数

現単位数 改正後単位数 引き上げ率 通所型サービスA 現単位数 改正後単位数

Ⅰ（週１回） １回 384 436 1.13542 半日型 205 233

一日型 306 348

※改正案＝現単位数×引き上げ率

　改正案は、小数点以下切り上げとする。

※1単位＝10円

訪問介護従前相当

通所」介護従前相当

総合事業の予防給付従前相当サービス費については、国が単価の基準を定めている。

そこで、市が単位数を定める緩和された基準のサービス（訪問型-通所型のサービスA）についても、

国の改定率に準じて、従前相当サービスと同様に単位数を引き上げる。


